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災害時情報共有システム操作マニュアル（神奈川県作成・簡易版） 

 

１ 災害時情報共有システムにアクセスする。 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/14/ 

①介護サービス情報公表システム登録事業者(特定施設入居者生活介護以外) 

※特定施設入居者生活介護事業者は②を確認してください。 

情報公表システムの ID とパスワードでログイン 

 

 

②有料老人ホーム・軽費老人ホーム・養護老人ホーム・サービス付き高齢者向

け住宅 

通知した ID とパスワードでログイン 

（※各施設に対して電子メールで通知しています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象サービス名

も選択 

【注意】＊特定施設入居者生活介護事業所向け＊ 

特定施設入居者生活介護の指定に関わらず、サービス名は次の

通り選択してください。 

 

○養護老人ホーム：「910 養護老人ホーム」 

○有料老人ホーム：「920 有料老人ホーム」 

○軽費老人ホーム：「930 軽費老人ホーム」 

○サービス付き高齢者向け住宅：「900 サービス付き高齢者

向け住宅」 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/14/
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（※）（一部の事業所のみ）必要に応じて以下の作業をお願いします。 

 

 下記のとおり表示される事業所は作業をお願いします。 

（１）初期パスワードの変更 

 
 

（２）連絡先の保存 

記載されている情報から変更がある場合は、修正し、保存してください。 
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２ 「１被災状況の報告」をクリック 

 

 

３ 災害名と期間を確認し、チェックを入れて「選択した災害の被災報告をする」

を選択 

 

  

  

①こちらをクリック 

←① チェックを入れて 

②「選択した災害の被災報

告をする」を選択↓ 
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３ 被害を記載する。（訓練の場合は発生する被害を想定して記載してくださ

い。） 
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４ 記載内容を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 報告する。 

 「報告する」をクリックすると、入力内容を報告し報告災害選択画面へ遷移

します。 

 

 

  

これで報告は完了です。 

再度入力することで報告内容を修正できま

すので、入力誤りや被害状況に変化があっ

た場合は、再度入力してください。 
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災害時情報共有システムに関するＱ＆Ａ 

 

問１ システムのリンクをクリックしたら「介護サービス情報報告システ

ム」のサイトに移動しましたが間違いありませんか。 

 

（答） 

間違いありません。介護サービス情報公表システム及び介護サービス

情報報告システムの一部機能として、災害時情報共有システムが位置付

けられているためシステム名が一致していませんが間違いありません。 

 

問２ ログインできましたが、どこから報告するのか分かりません。 

 

（答） 

ログイン後、「被災状況の報告」から報告いただけます。詳細は３ペー

ジ「２」を御確認ください。 

 

問３ 特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホーム（又は軽

費老人ホーム、養護老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅）です

が、ログインできません。 

 

（答） 

特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合でも、ログイン時に

選択するサービス名は次の通り選択する必要があります。以下のサービ

スが選択されていること確認し、再度お試しください。 

○養護老人ホーム：「910 養護老人ホーム」 

○有料老人ホーム：「920 有料老人ホーム」 

○軽費老人ホーム：「930 軽費老人ホーム」 

○サービス付き高齢者向け住宅：「900 サービス付き高齢者向け住宅」 

 

問４ 特定施設入居者生活介護の指定を受けている事業所ですが、「介護サー

ビス情報公表システム」のＩＤとパスワードでは利用できませんか。 

 

（答） 

ご利用いただけません。他の介護保険サービス事業所は、情報公表シ

ステムのＩＤとパスワードで利用が可能ですが、特定施設入居者生活介

護については、システムの仕様上、このようになっています。 
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問５ ログインＩＤとパスワードが分かりません。 

 

（答） 

介護サービス情報公表システム登録事業者は、情報公表システムのＩ

Ｄ及びパスワードと同様です。 

有料老人ホーム・軽費老人ホーム・養護老人ホーム・サービス付き高

齢者向け住宅については、電子メールでＩＤ及び初期パスワードを通知

しています。 

ＩＤが分かるがパスワードが分からない場合は、ログイン画面左下の

「パスワードを忘れた方はこちら」から御確認ください。 

ＩＤ及びパスワードが不明な場合は、高齢福祉課保健・居住施設グル

ープまでお問合せください。 

いずれの事業所も開設から１年以内の場合、ＩＤ及びパスワードが発

行されていない可能性があります。この場合も、高齢福祉課保健・居住

施設グループまでお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ 介護報酬支払実績額 100 万円以下の介護事業所であるため、介護サー

ビス情報公表システムを利用していません。どうすればよいですか。 

 

（答） 

システムへの入力ができませんので、被害が発生した場合に、所在地

の市町村まで、被害の詳細を速やかに報告してください。 

 


